
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

目
次 第

一
編
・
第
二
編 

（
略
） 

第
三
編 
（
略
） 

第
一
章 

（
略
） 

第
一
章
の
二 
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
に
係
る
作
業
（
第
五
百
九
十
二
条
の

二
―
第
五
百
九
十
二
条
の
八
） 

第
二
章
～
第
九
章 

（
略
） 

第
四
編 

（
略
） 

附
則 

 

目
次 第

一
編
・
第
二
編 

（
略
） 

第
三
編 

（
略
） 

第
一
章 

（
略
） 

第
一
章
の
二 

廃
棄
物
の
焼
却
施
設
に
係
る
作
業
（
第
五
百
九
十
二
条
の

二
―
第
五
百
九
十
二
条
の
七
） 

第
二
章
～
第
九
章 

（
略
） 

第
四
編 

（
略
） 

附
則 

 

 

（
保
護
具
） 

第
三
百
二
十
七
条 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
腐
食
性
液
体
の
飛
散
、
漏
え
い
又
は
溢い

つ

流
に
よ
る
身

体
の
腐
食
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
保
護
具
を
着
用
す
る
必
要
が
あ

る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
保
護
具
の
着
用
を
命
じ

ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
保
護
具
） 

第
三
百
二
十
七
条 

（
略
） 

（
新
設
） 

   

２ 

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
同
項
の
保
護
具
の
着
用
を
命
じ
ら

れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
騒
音
を
発
す
る
場
所
の
明
示
等
） 

第
五
百
八
十
三
条
の
二 

事
業
者
は
、
強
烈
な
騒
音
を
発
す
る
屋
内
作
業
場
に

お
け
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
屋
内
作
業
場
が
強
烈

な
騒
音
を
発
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
を
、
見
や
す
い
箇
所
に
標
識
に
よ
つ
て

明
示
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
騒
音
を
発
す
る
場
所
の
明
示
等
） 

第
五
百
八
十
三
条
の
二 

事
業
者
は
、
強
烈
な
騒
音
を
発
す
る
屋
内
作
業
場
に

お
け
る
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
屋
内
作
業
場
が
強
烈

な
騒
音
を
発
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
を
労
働
者
が
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
標
識
に
よ
つ
て
明
示
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 



 

 

（
立
入
禁
止
等
） 

第
五
百
八
十
五
条 

事
業
者
は
、
次
の
場
所
に
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る

こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他

の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以
外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た

と
き
は
、
当
該
場
所
が
立
入
禁
止
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
七 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
り
を
禁
止
さ
れ
た
場
所
の
周
囲
に
お
い
て
作
業

に
従
事
す
る
者
は
、
当
該
場
所
に
は
、
み
だ
り
に
立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い

。 

 

 

（
立
入
禁
止
等
） 

第
五
百
八
十
五
条 

事
業
者
は
、
次
の
場
所
に
は
、
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち

入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

  

一
～
七 

（
略
） 

２ 

労
働
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
り
を
禁
止
さ
れ
た
場
所
に
は
、
み

だ
り
に
立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

 

（
付
着
物
の
除
去
） 

第
五
百
九
十
二
条
の
三 

事
業
者
は
、
第
三
十
六
条
第
三
十
六
号
に
規
定
す
る

解
体
等
の
業
務
に
係
る
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
作
業

に
係
る
設
備
の
内
部
に
付
着
し
た
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
含
む
物
を
除
去
し
た

後
に
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
当
該
作
業
に
係
る
設
備
の
内
部
に
付
着
し
た
ダ
イ
オ

キ
シ
ン
類
を
含
む
物
を
除
去
し
た
後
に
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
付
着
物
の
除
去
） 

第
五
百
九
十
二
条
の
三 

事
業
者
は
、
第
三
十
六
条
第
三
十
六
号
に
規
定
す
る

解
体
等
の
業
務
に
係
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
当
該
作
業
に
係
る
設
備
の
内

部
に
付
着
し
た
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
含
む
物
を
除
去
し
た
後
に
作
業
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

 

（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
含
む
物
の
発
散
源
の
湿
潤
化
） 

第
五
百
九
十
二
条
の
四 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
当
該
作
業
を
行
う
作
業
場
に
お
け
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

類
を
含
む
物
の
発
散
源
を
湿
潤
な
状
態
の
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周

知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
た
だ
し
書
の
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

 

 

（
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
含
む
物
の
発
散
源
の
湿
潤
化
） 

第
五
百
九
十
二
条
の
四 

（
略
） 

（
新
設
） 



 

 

（
保
護
具
） 

第
五
百
九
十
二
条
の
五 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

３ 
事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は

、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
第
五
百
九
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度
及
び
含
有
率
の
測
定
の
結
果
に
応
じ
て

、
保
護
衣
、
保
護
眼
鏡
、
呼
吸
用
保
護
具
等
適
切
な
保
護
具
を
使
用
す
る
必

要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
項
た
だ
し

書
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

 

（
保
護
具
） 

第
五
百
九
十
二
条
の
五 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

 

（
掲
示
） 

第
五
百
九
十
二
条
の
八 

事
業
者
は
、
第
三
十
六
条
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十

六
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
労
働
者
を
就
か
せ
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
、

見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
三
十
六
条
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
係

る
作
業
を
行
う
作
業
場
で
あ
る
旨 

二 

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
よ
り
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
の
種
類
及
び
そ

の
症
状 

三 

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
取
扱
い
上
の
注
意
事
項 

四 

第
三
十
六
条
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
係

る
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
適
切
な
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
旨
及
び
使
用
す
べ
き
保
護
具 

 

 

（
新
設
） 

 
 
 

第
二
章 

保
護
具
等 

 

 
 
 

第
二
章 

保
護
具
等 

 

（
呼
吸
用
保
護
具
等
） 

第
五
百
九
十
三
条 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
保
護
衣
、
保
護
眼
鏡
、
呼
吸
用
保
護
具
等
適
切
な
保

護
具
に
つ
い
て
、
備
え
て
お
く
こ
と
等
に
よ
り
こ
れ
ら
を
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（
呼
吸
用
保
護
具
等
） 

第
五
百
九
十
三
条 

（
略
） 

（
新
設
） 



 

 

 
（
皮
膚
障
害
等
防
止
用
の
保
護
具
） 

第
五
百
九
十
四
条 

事
業
者
は
、
皮
膚
に
障
害
を
与
え
る
物
を
取
り
扱
う
業
務

又
は
有
害
物
が
皮
膚
か
ら
吸
収
さ
れ
、
若
し
く
は
侵
入
し
て
、
健
康
障
害
若

し
く
は
感
染
を
お
こ
す
お
そ
れ
の
あ
る
業
務
に
お
い
て
は
、
当
該
業
務
に
従

事
す
る
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
た
め
に
、
塗
布
剤
、
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、

保
護
手
袋
又
は
履
物
等
適
切
な
保
護
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
塗
布
剤
、
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、
保
護
手
袋
又
は
履

物
等
適
切
な
保
護
具
に
つ
い
て
、
備
え
て
お
く
こ
と
等
に
よ
り
こ
れ
ら
を
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

 

（
皮
膚
障
害
等
防
止
用
の
保
護
具
） 

第
五
百
九
十
四
条 

事
業
者
は
、
皮
膚
に
障
害
を
与
え
る
物
を
取
り
扱
う
業
務

又
は
有
害
物
が
皮
膚
か
ら
吸
収
さ
れ
、
若
し
く
は
侵
入
し
て
、
健
康
障
害
若

し
く
は
感
染
を
お
こ
す
お
そ
れ
の
あ
る
業
務
に
お
い
て
は
、
当
該
業
務
に
従

事
す
る
労
働
者
に
使
用
さ
せ
る
た
め
に
、
塗
布
剤
、
不
浸
透
性
の
保
護
衣
、

保
護
手
袋
又
は
履は

き

物
等
適
切
な
保
護
具
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

 

（
騒
音
障
害
防
止
用
の
保
護
具
） 

第
五
百
九
十
五
条 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、

当
該
請
負
人
に
対
し
、
耳
栓
そ
の
他
の
保
護
具
に
つ
い
て
、
備
え
て
お
く
こ

と
等
に
よ
り
こ
れ
ら
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る

旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
耳
栓
そ
の
他
の
保
護

具
の
使
用
を
命
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
当
該
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
旨
を
、
作
業
中
の
労
働
者
が
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

事
業
者
は
、
第
二
項
の
請
負
人
に
耳
栓
そ
の
他
の
保
護
具
を
使
用
す
る
必

要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
当
該
保
護
具
を
使
用
す
る

必
要
が
あ
る
旨
を
、
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
騒
音
障
害
防
止
用
の
保
護
具
） 

第
五
百
九
十
五
条 

（
略
） 

（
新
設
） 

   

２ 

事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
耳
栓
そ
の
他
の
保
護
具

の
使
用
を
命
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
旨
を
、
作
業
中
の
労
働
者
が
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

 

（
ふ
く
射
熱
か
ら
の
保
護
） 

第
六
百
八
条 

（
略
） 

２ 

事
業
者
は
、
屋
内
作
業
場
に
前
項
の
溶
融
炉
等
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
屋

内
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、

 

（
ふ
く
射
熱
か
ら
の
保
護
） 

第
六
百
八
条 
（
略
） 

（
新
設
） 



 

当
該
溶
融
炉
等
の
放
射
す
る
ふ
く
射
熱
か
ら
の
保
護
措
置
を
講
ず
る
必
要
が

あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
加
熱
さ
れ
た
空
気
を

直
接
屋
外
に
排
出
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

  

（
加
熱
さ
れ
た
炉
の
修
理
） 

第
六
百
九
条 
事
業
者
は
、
加
熱
さ
れ
た
炉
の
修
理
に
際
し
て
は
、
当
該
炉
の

修
理
に
係
る
作
業
に
従
事
す
る
者
が
適
当
に
冷
却
さ
れ
る
前
に
そ
の
内
部
に

入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
炉
を
適
当
に
冷
却
し
た
後
で
な
け
れ
ば
そ
の
内

部
に
入
つ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の

方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
加
熱
さ
れ
た
炉
の
修
理
） 

第
六
百
九
条 

事
業
者
は
、
加
熱
さ
れ
た
炉
の
修
理
に
際
し
て
は
、
適
当
に
冷

却
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
労
働
者
を
そ
の
内
部
に
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

 
 


